
高知大学研究生規則 

平成24年３月28日 

規 則 第 1 0 8 号 

最終改正 平成29年11月27日規則第29号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、高知大学学則第21条第２項の規定に基づき、高知大学（以下「本学」

という。）における研究生に関し必要な事項を定める。 

（入学資格） 

第２条 研究生として入学することのできる者は、次の各号に定める者とする。 

(1) 学部又は学内共同教育研究施設（以下「学部等」という。）にあっては、学士の学

位を有する者又はこれと同等以上の学力があると認められる者 

(2) 大学院修士課程及び専門職学位課程にあっては、修士の学位若しくは専門職学位

を有する者又はこれと同等以上の学力があると認められる者 

(3) 大学院博士課程にあっては、博士の学位を有する者又はこれと同等以上の学力が

あると認められる者 

（出願手続） 

第３条 研究生として本学に入学を志願する者は、次の各号に掲げる書類に検定料を添え

て、学部長、学内共同教育研究施設の長（以下「学部長等」という。）又は研究科長に提

出しなければならない。 

(1) 入学願書 

(2) 履歴書 

(3) 最終学校の卒業又は修了証明書 

(4) その他学部等又は研究科が必要と認める書類 

２ 入学を志願する者が、官公庁又は会社等に勤務しているときは、事業目的の追求のた

め派遣するものでない旨及び在職のまま研究生として入学することについて差し支えな

い旨の所属長の確約・承諾書を提出しなければならない。 

３ 入学を志願する者が現職教育のため任命権者の命により派遣される教職員であるとき

は、その旨の任命権者の証明書を提出しなければならない。 

（入学者の選考） 

第４条 前条の入学志願者については、学部等の教授会等又は研究科委員会において選考



を行う。 

（入学許可） 

第５条 前条の選考により合格した者は、所定の期日までに入学料を納付しなければなら

ない。 

２ 学長は、前項の手続を完了した者に入学を許可する。 

（研究期間） 

第６条 研究生の研究期間は、原則として１か月以上１年以内とする。 

２ 研究期間が満了しても、なお引き続き研究しようとする者は、学部等の教授会等又は

研究科委員会の議を経て、研究期間を延長することができる。延長を許可する期間は、

前項の規定を適用するものとする。 

（指導教員） 

第７条 研究生の指導教員は、学部長等又は研究科長の申出により、学長が定める。 

２ 研究生は、指導教員の指導を受けて研究に従事するものとする。 

（講義等への出席） 

第８条 研究生は、指導教員及び担当教員の許可を得て、研究事項に関連のある講

義又は実験実習等に出席することができる。 

（研究終了報告） 

第９条 研究生は、研究期間が満了したとき、又は研究期間の中途で研究を終えた

ときは、研究成果の概要を記載した研究終了報告書を指導教員を経て、学部長等

又は研究科長に提出するものとする。 

（研究証明書） 

第10条 学部長等又は研究科長は、前条の研究終了報告書を提出した者から申出があった

ときは、研究主題及び研究期間を記載した研究証明書を交付する。 

（授業料の納付） 

第11条 研究生は、研究期間に応じて第１学期及び第２学期に区分し、６か月分（研究期

間が６か月未満のときは、その期間分）に相当する額を国立大学法人高知大学における

授業料等費用に関する規則（以下「費用規則」という。）第４条第２項に定める徴収時期

に納付するものとする。ただし、入学の時期が徴収の時期後である場合には、入学の日

の属する月に納付するものとする。 

（検定料、入学料及び授業料） 



第12条 研究生の検定料、入学料及び授業料の額は、費用規則の定めるところによる。 

２ 既納の検定料、入学料及び授業料は、還付しない。 

（研究の中止） 

第13条 本学の規則に違反した者又は病気その他の理由により研究の見込みがない者に対

しては、学部長等又は研究科長からの申出に基づき、学長が研究の中止を命ずる。 

（現職教育に関する特例） 

第14条 現職教育のため任命権者の命により派遣されている研究生（以下本条において「現

職教育研究生」という｡）については、第３条第１項、第５条第１項及び第11条の規定に

かかわらず、検定料、入学料及び授業料は、徴収しない。 

２ 現職教育研究生の入学志願手続については、第３条第１項の規定にかかわらず、提出

書類のうち第３号を除くことができる。 

３ 現職教育研究生の入学許可については、第５条第２項中「前項の手続を完了した者」

とあるのは「選考に合格した者」と読み替えるものとする。 

（規則の準用） 

第15条 研究生については、この規則に定めるもののほか、高知大学学則その他本学学生

に関する規則を準用する。 

 （雑則） 

第16条 この規則に定めるもののほか、研究生に関し必要な事項は、学部等又は研究科に

おいて別に定める。 

附 則 

１ この規則は、平成24年４月１日から施行する。 

２ 高知大学研究生規則（平成16年規則第137号）及び高知大学大学院研究生規則（平成16

年規則第315号）は廃止する。 

   附 則（平成24年６月27日規則第27号） 

 この規則は、平成24年10月１日から施行する。 

附 則（平成25年１月23日規則第60号） 

この規則は、平成25年１月23日から施行する。 

附 則（平成29年11月27日規則第29号） 

この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

 


